
第３次広島県がん対策推進計画における分野別対策（案）

県 市
町

拠
点
病
院

そ
の
他
医
療
機
関

職
能
団
体
等

企
業

患
者
・
家
族

県
民

項目 現状 達成すべき目標

受動喫煙の防止
対策の徹底

・県は，国の対策の検討状況を注視しつつ，広島県がん対策推進条例による受動喫煙防
止対策の徹底を図る。
・県は，受動喫煙防止対策の実施状況の把握に努めるとともに実施状況を県ＨＰに掲載
することなどに取り組む。
・県は，関係機関と連携の上，飲食店の受動喫煙防止対策の実施状況の把握に取り組
む。
・県及び市町は，ＨＰ，広報誌等による条例の周知徹底に取り組む。
・事業者は，従業員の受動喫煙防止対策に取り組む。

新規

新規

新規
新規
新規

◎

◎

◎
◎
〇

〇

〇

〇
◎
〇 ◎

・公共の場の禁煙，分煙
・飲食店等における喫煙の可否等の表示
の実施率
・飲食店における意図しない受動喫煙を有
する者の割合

・職場における受動喫煙を有する者の割合

・98.8％（H28）Ｎ＝2,787
・31.6％（H28）Ｎ＝2,727
※受動喫煙防止対策実態調査（H28）

・32.5％【速報値】Ｎ＝3,202
※平成29年度県民健康意識調査
　

・20.5％【速報値】Ｎ＝3,202
※平成29年度県民健康意識調査

100％
100％

12％以下
○　目標値の考え方（国計画に準
拠）
　現状値に，希望者が全て禁煙し
た場合の割合（62.4.%）を乗じ，それ
を半減したものとする。
※国計画10年間に対して県計画6
年間のため減じる割合も5分の3と
する。

喫煙をやめたい
人への禁煙支援

・県及び市町は，禁煙を希望する喫煙者に対する市町や医療機関での禁煙指導を推進
する。
・県は保険者，事業主による禁煙指導活動を支援する。
・県医師会，県歯科医師会及び県薬剤師会は，禁煙支援のできる医療機関や薬局の情
報などをHPに掲載し，情報提供するとともに禁煙を希望する喫煙者に対する禁煙支援に
努める。

継続
継続
継続

◎
◎
〇

◎

〇 ○

◎
〇
◎

◎
〇
◎

・喫煙率の減少 ・男性23.5%【速報値】Ｎ＝1,468
・女性5.8%　【速報値】Ｎ＝1,714
※平成29年度県民健康意識調査

喫煙による健康
被害についての
普及啓発の推進

・県及び市町は妊産婦の喫煙防止や未成年者の禁煙教育等を含むたばこの害に関する
普及啓発を推進する。
・県及び市町は，受動喫煙の健康被害について，県民への周知に取り組む。

継続

継続

◎

◎

◎

◎

肝炎ウイルスへ
の新たな感染の
防止

・県は市町及び医療保険者と協力して，県民に対して感染予防に関する正しい知識の効
果的な啓発を実施する。
・県は市町と協力して，Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種を推進する。

継続
新規

◎
◎

◎
◎

○
○

○
○

○
○

○
○

肝炎ウイルス検
査の受検促進

・県は市町，医療保険者及び事業主等と協力して肝炎ウイルス検査の受検機会の提供
に努める。
・県は市町と協力して肝炎ウイルス検査の必要性に関する広報を実施する。

継続
継続

◎
◎

◎
◎

○
○

○
○

○
○

◎
○

病態に応じた適
切な肝炎医療の
提供

・県は治療に対する支援(治療費助成継続，職域における取組）を推進する。
・県は市町と協力して，肝炎ウイルス検査後のフォローアップ体制の充実（「ひろしま肝疾
患コーディネータ」の活用，「広島県肝疾患患者フォローアップシステム」の活用等）を図
る。
・県は市町及び肝疾患診療拠点病院と協力して肝疾患相談体制の充実を図る。

拡充
継続

継続

◎
◎
◎

○
◎
◎

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

肝炎ウイルス以
外の感染症対策
の推進

・県及び市町はＨＴＬＶ-1抗体検査の受診率向上のための普及啓発に取り組む。 新規 ◎ ◎ 〇 〇

良好な生活習慣
の実現に向けた
普及啓発の推進

・県，市町，民間事業者及び関係団体等は，連携・協働による各年齢層に応じた健康づく
りに関する普及啓発に取り組む。
・県及び市町は，情報の見える化等による普及啓発活動の強化に取り組む。

継続

拡充

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

生活習慣の改善
に向けた取組の
促進

・県，市町，企業及び医療保険者等は，健康づくりへの行動変容を促す取組のための環
境整備に取り組む。

・県歯科医師会は歯科健診の際に口腔がんの兆候についてチェックし，早期治療につな
げることに取り組む

新規

新規

◎

〇

◎

〇 ◎

◎

◎

◎

健康・医療情報を
活用した保健指
導の充実

・県，市町，企業及び医療保険者等は，健康・医療情報データを活用した効果的・効率的
な保健指導の実施に取り組む。

拡充 ◎ ◎ 〇 ◎

項目 方向性 取組むべき対策（案）

が
ん
予
防
・
が
ん
検
診

（
１

）
が
ん
の
一
次
予
防

た
ば
こ
対
策
の
強
化

生
活
習
慣
の
改
善

感
染
症
対
策
の
強
化

・１日野菜摂取量の増加

・１日平均歩数の増加

・適正体重を維持している人の割合

・多量飲酒者の減少

新規/
継続/
拡充
など

取組の主体

・273ｇ（H28）

・20歳～64歳男性8,200歩
・20歳～64歳女性8,320歩
・65歳以上男性7,254歩
・65歳以上女性6,538歩

・20～60歳代男性（肥満）32..2％
・40～60歳代女性（肥満）14.3％
・20歳代女性（やせ）10.9％

・成人男性3.7％
・成人女性1.4％

参考指標等

・男性１８ ％以下
・女性５％以下
〇　目標値の考え方（国計画に準拠）
　　本県における現在の成人の喫煙率
（Ｈ２９調査中）から，禁煙希望者が禁
煙した場合の割合の5分の3※減じたも
のを設定
※国計画10年間に対して県計画6年間
のため減じる割合も5分の3とする。

・肝炎ウイルス検査の受検率 39.2％
55%

取組の主体 ◎：推進主体 ○：支援・協力 

※目標値については，健康

ひろしま２１推進協議会に

おいて検討し，設定。 

資料２－２ 
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第３次広島県がん対策推進計画における分野別対策（案）

県 市
町

拠
点
病
院

そ
の
他
医
療
機
関

職
能
団
体
等

企
業

患
者
・
家
族

県
民

項目 現状 達成すべき目標

科
学
的
根
拠
に

基
づ
く
が
ん
検

診
の
実
施

・市町は，科学的根拠に基づくがん検診を継続して実施する。
・県は，国指針に示される５つのがん（胃がん・肺がん・大腸がん・子宮がん・乳がん）につ
いて，指針に基づかない方法や年齢層を対象にがん検診を実施している市町への必要
な働きかけを行う。
・県は，各市町のがん検診の実施体制を把握し，県ＨＰにより県民に情報提供する。

継続
拡充

継続

◎
◎

◎

◎
◎

〇

・科学的根拠に基づくがん検診
の実施市町

科学的根拠に基づく
がん検診を全市町
が実施

科学的根拠に基づくがん検診を全
市町が実施

・県，市町及び検診実施機関は，がん検診の質の向上に向け，「今後の我が国における
がん検診事業評価の在り方について報告書（平成20年3月がん検診事業の評価に関す
る委員会）」に基づき，精度管理・事業評価を進め，それぞれの役割を着実に果たす。

継続 ◎ ◎ ◎

・県は，市町の「事業評価のためのチェックリスト」の結果やプロセス指標を把握・検証し，
「広島県がん検診精度管理評価会議」において事業評価を行い，具体的な課題を明確に
し，市町に対して，課題解決に向けた技術的助言や指導を行う。また，各検診実施機関
についても，市町，県医師会の協力を得ながら，「事業評価のためのチェックリスト」の結
果やプロセス指標を把握・検証し，「広島県がん検診精度管理評価会議」における事業評
価に基づき，必要な指導等を行う。また，それらの結果をがんネット等で積極的に公表す
る。
・市町及び検診実施機関は，県に対して，事業評価に必要な情報の提供などの協力を行
い，その評価結果に基づく県からの技術的助言や指導を踏まえ，がん検診の実施方法
の改善や質の向上に取り組む。

拡充

拡充

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

精検受診の有無
の把握と受診勧
奨

・県は，県医師会と連携して，各市町の精検受診結果把握に係る各医療機関の協力体制
を確立する。
・市町は，精検結果報告書の県標準様式の利用や各検診実施機関との連携体制の整備
など，精検受診結果把握のための仕組みを整備する。また，精検受診の有無の確認は，
原則として自己申告ではなく，精検結果報告書による報告をもって判断するよう努める。
・県は，市町が精検の未受診・未把握を正しく把握できるよう，それぞれの定義と対策に
関する指導を徹底し，市町の適切な精検受診率向上対策につなげる。

継続

継続

継続

◎

〇

◎

◎

◎

〇

〇

〇

○

〇

〇

がん検診に対す
る理解の浸透

・県は，精検受診率向上に向け，精密検査受診の重要性を訴える効果的なパンフレット
等，がん検診の正しい理解を深めるための啓発資材を作成し，市町に提供する。
・市町及び検診実施機関は，要精密検査者に対し，精検受診の重要性の周知に努める。
また，市町は精検の受診状況を把握に努め，精検未受診者に対する再勧奨を推進する。

継続

拡充

◎

◎

◎

◎ 〇

職域におけるが
ん検診の質の向
上

・県は，国が策定する職域の検診に関するガイドラインを踏まえ，職域の任意型検診につ
いて，がん検診の質の向上に取り組む。

新規 ◎ 〇

・県及び市町は，認知度が８割を超える水準となった普及啓発キャンペーンについて，高
い認知度を活用した実効性のある普及・啓発，正しい知識の浸透に取り組む。
・県及び市町は，地域団体，業界団体と連携したがん検診に関心のある県民への正しい
知識の普及及び受診行動に繋がる手法の検討・実施に取り組む。

継続

拡充

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

・県は，県ＨＰにより，がん検診で必ずしもがんが見つけられるわけではないこと（偽陰
性），がんでなくてもがん検診の結果が陽性となる（偽陽性）などがん検診の受診に伴う不
利益など，がん検診に関する正しい理解を深めるための普及啓発に取り組む。また，市
町及び検診機関は，受診者への説明を行うなど，がん検診に関する正しい理解を深める
ための取組を推進する。

拡充 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

・県は，受診率の向上に効果的な個別受診勧奨・再勧奨手法に対象を絞った市町支援を
推進する。

・県は，市町が保険者と連携して実施する職域でのがん検診の未受診者に対する個別受
診勧奨の取組を支援する。
・県医師会及び県薬剤師会は，がんよろず相談医，がんサポート薬剤師の活動実績を把
握するとともに，効果的な勧奨手法の普及を図る。また，県歯科医師会は，県と連携し
て，歯科医師によるがん検診の受診勧奨に取り組む

拡充

拡充

拡充

◎

〇

〇

◎

◎

◎

〇

・市町は，託児やレディース検診の実施など女性が受診しやすい検診の実施を推進す
る。
・市町は，これまでの取組事例を検証し，より効果的な環境整備方策等を検討し，受診者
の負担軽減につながる取組を推進する。

継続

継続

〇

〇

◎

◎

参考指標等

が
ん
予
防
・
が
ん
検
診

（
２

）
が
ん
の
早
期
発
見

、
が
ん
検
診

（
２
次
予
防

）

科学的根拠に基づくがん検診の実
施

が
ん
検
診
の
質

（
精
度
管
理

）
の
向
上

質の高いがん検
診の実施

市町のがん検診
の質の向上に向
けた事業評価の
実施

・精度向上に向けた事業評価項
目（チェックリスト）の実施状況
・精密検査の受診率の向上，未
把握率の減少

※いずれも検診５がんごと（胃
がん・肺がん・大腸がん・子宮
がん・乳がん）

・チェックリスト8割達
成市町数（H27）：胃
13，肺14，大腸14，
子宮13，乳15

・精検受診率（H26）：
胃75.8%，肺70.0%，
大腸66.4%，子宮
72.5%，乳82.6%

・精検未把握率
（H26）：胃18.9%，肺
24.2%，大腸24.1%，
子宮24.3%，乳15.2%

・全市町がチェックリスト8割以上達
成

・精検受診率90%以上，精検未把
握率5%以下

項目 方向性 取組むべき対策（案）

新規/
継続/
拡充
など

取組の主体

が
ん
検
診
の
受
診
率
向
上

普及啓発の推進

・検診受診率及び受診者数
（胃がん，肺がん，大腸がん，
子宮がん，乳がん）

・がんよろず相談医を活用した
個別受診勧奨を実施する市町
数

・がん検診受診率
（国民生活基礎調
査）（H28）：胃40.5%，
肺　42.1%，大腸
38.8%，子宮40.2%，
乳40.3%

・市町検診受診者数
（地域保健・健康増
進事業報告）
（H27）：胃45,294人
　　　　　肺80,968人
　　　 大腸96,761人
　　　子宮154,993人
　　　　　 乳93,869人

・２市町

・がん検診の受診率50%以上

・市町検診受診者数の増加
　  胃がん8割増
   肺がん4割増
 大腸がん5割増
 子宮がん3割増
　　乳がん3割増

・全市町

効果の高い個別受診勧奨の推進

受診しやすい環境づくり

取組の主体 ◎：推進主体 ○：支援・協
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第３次広島県がん対策推進計画における分野別対策（案）

県 市
町

拠
点
病
院

そ
の
他
医
療
機
関

職
能
団
体
等

企
業

患
者
・
家
族

県
民

そ
の
他

項目 現状 達成すべき目標

がん診療連携拠点
病院の機能強化

・拠点病院は「がん診療連携協議会」において病院間の相互評価による各病院の課題の
洗出しと組織的な対策を実施する。
・拠点病院は自院の課題への組織的な対策を実施する。
・拠点病院は自院の指定要件を満たしていないことが疑われる事項について，改善に取
り組む。
・拠点病院は院内がん登録を活用した治療成績の評価を実施する。
・拠点病院は見直し後の整備指針に掲げる要件を満たすよう迅速かつ適切に対応する。
・拠点病院はキャンサーボードへの多職種参加を推進する。
・拠点病院はがんゲノム医療が提供可能な体制の整備（遺伝医学に関する専門医の配
置等）や，拠点化の指定に向けて取り組む。

継続

継続
継続

継続
継続
継続
新規

〇

〇
〇

○
〇
〇
〇

◎

◎
◎

◎
◎
◎
◎

・がん種ごとの５年生存率

・拠点病院の圏域整備の継続

・がんゲノム医療の拠点病院の指定

・※調査中

・各圏域に整備

・なし

・現状より高める

・各圏域に整備

・１施設

希少がん，難治性
がん対策の推進

・県は広島大学病院と連携してがん登録データの活用により，希少がんの医療提供体制
の現状を把握し，県民への情報提供に取り組む。
・県，拠点病院，地区医師会等は連携して，早期発見が治療に有効な難治性がんについ
て，早期発見のための体制の構築を図る。

新規

新規

◎

◎

◎

◎ ◎ ◎

・希少がんの医療提供体制の情報提供

・膵臓がんの早期発見患者の割合

・医療提供体制
等の検討（H28）
・※調査中

・情報提供の充実

・現状より高める

小児がん，ＡＹＡ世
代のがん，高齢者
のがん対策の推進

・小児がん拠点病院である広島大学病院は県内の医療機関との連携を図り，患者の集
約化を進め，医療の質の向上を図るとともに医療体制の県民への情報提供を行う。
・県は広島大学病院と連携してがん登録データの活用により，ＡＹＡ世代のがん患者の年
齢層に応じた医療提供体制の現状を把握し，ＡＹＡ世代のがん患者に対する取組を検討
する。
・拠点病院は必要ながん患者に対して妊孕性の温存に関する治療の影響について，十
分に情報提供を行う。
・拠点病院はがん患者の妊孕性の温存に配慮するため広島がん・生殖医療ネットワーク
との連携を図る。
・県は広島がん・生殖医療ネットワークと連携して，妊孕性の温存に関する普及啓発を図
る。また，患者の支援策について検討する。
・拠点病院は国が策定予定の「高齢のがん患者の診療に関するガイドライン」に沿った治
療を推進する。

継続

新規

新規

新規

新規

新規

◎

◎

◎

◎

◎

◎

〇

◎

〇

◎

〇

◎

◎

◎

・小児がん医療提供体制充実

・広島がん・生殖医療ネットワークの妊孕
性温存を受けた患者数

・連携強化の推
進

・※調査中

・集約化の推進

・現状より増

手術療法の充実

・拠点病院はエビデンスレベルの高い手術療法の導入を推進する。
・拠点病院はがん患者の状況に応じた適正な低侵襲手術の導入の推進を図る。
・拠点病院は定型的な術式での治療が困難な希少がん，難治性がん等について，医療
提供体制の実態に応じた患者の一定の集約化を図る。

継続
継続
新規 〇

◎
◎
◎

・効果的で安全な手術療法の普及 ・※調査中 ・手術療法の充実

放射線療法の充実

・広島大学は放射線治療医の人材養成と適正配置を図る。
・拠点病院と広島がん高精度放射線治療センターは医学物理士・診療放射線技師・がん
放射線療法看護認定看護師等の人材育成を行い，拠点病院は院内での適正配置を図
る。
・広島がん高精度放射線治療センターを中心として，県内の放射線治療の質の向上を図
る（放射線治療の均てん化及び高精度放射線治療の集約化）。
・県を超えた広域連携等により，小児がんや骨軟部腫瘍等の粒子線治療が適用となる疾
患について，適切に治療を行う。また，県内で粒子線治療施設の整備が提案された場合
は，広島大学病院や広島がん高精度放射線治療センターとの連携等を含めた支援のあ
り方について検討する。

継続
継続

継続

新規

〇

〇

◎
◎

◎

◎

◎ 〇
◎ ・拠点病院等の「放射線治療専門医」数
・拠点病院の「医学物理士」数
・拠点病院等の「がん放射線療法看護認
定看護師」数

・計24人
・7/16拠点病院
・計7人
（H28.9）

・計34人
・全拠点病院
・計17人

薬物療法の充実，
適切な免疫療法の
推進

・広島大学病院は拠点病院と連携してがん薬物療法専門医の人材育成と適正配置を図
る。
・拠点病院は薬物療法専門薬剤師，がん化学療法看護認定看護師の人材育成と院内で
の適正配置を図る。
・拠点病院は科学的根拠を有するがん免疫療法を自院で提供できる体制の整備を図る。
また，県民への情報提供を行う。

継続

継続

新規

◎

◎

◎ 〇

・拠点病院の「がん薬物療法専門医」配置
・拠点病院の「がん薬物療法専門薬剤師」配置
・拠点病院の「がん化学療法看護認定看護師」
配置

・10/16拠点病院
・13/16拠点病院
・15/16拠点病院
　（H28.9）

・全拠点病院
・全拠点病院
・全拠点病院

支持療法の推進

・拠点病院は薬物療法等による副作用へ対応するため，チーム医療を推進するなど，支
持療法の充実を図る。
・拠点病院等はがん患者のリンパ浮腫の症状緩和に対応する

新規

新規

◎

◎ ◎

・拠点病院への「薬剤師外来」又はその機
能を有する部門の設置

※調査中 ・全拠点病院

病理診断の充実

・広島大学は県，拠点病院と連携して病理医の育成と適正配置を図る（ふるさと枠の活用
等）。
・拠点病院は常勤病理専門医を確保するなど，確実な病理診断を実施するための体制を
整備する。

継続
継続

◎ ○
〇

◎
◎
・拠点病院への「病理専門医（常勤）」配置 ・13/16拠点病院

　（H28.9）
・全拠点病院

チーム医療の推進

・拠点病院はがん患者の状況に応じて，周術期を含めサポートするチーム医療を推進す
る。
・県は「がん診療連携協議会」と連携してキャンサーボードへの多職種の参加等の状況を
把握する。

継続

継続 ◎

◎

◎ ・拠点病院のキャンサーボードの実施回数 ・614回
（H28.6～7）

・現状より高める

参考指標等

が
ん
医
療

医
療
提
供
体
制
の
充
実
強
化

医
療
内
容
等
の
充
実

項目 方向性 取り組むべき対策（案）

新規/
継続/
拡充
など

取組の主体

取組の主体 ◎：推進主体 ○：支援・協力 
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第３次広島県がん対策推進計画における分野別対策（案）

県 市
町

拠
点
病
院

そ
の
他
医
療
機
関

職
能
団
体
等

企
業

患
者
・
家
族

県
民

そ
の
他

項目 現状 達成すべき目標

参考指標等

項目 方向性 取り組むべき対策（案）

新規/
継続/
拡充
など

取組の主体

取組の主体 ◎：推進主体 ○：支援・協力 

口腔ケアの推進
・拠点病院は院内の歯科や地域の歯科診療所との医科歯科連携等による周術期等の継
続した口腔ケアを推進する。

継続 ◎ 〇 ◎
・周術期口腔機能管理計画策定料を算定
する医療機関数

・160施設
（H28.5）

・320施設

がんのリハビリ
テーションの提供

・拠点病院はリハビリテーションスタッフの充実を図るとともに，がん治療分野とリハビリ
テーション分野との連携の推進を図る。
・がんリハビリテーションの提供を図るため，拠点病院を中心とした地域のリハビリスタッ
フとの連携，がん研修会の拡充に努める。
・拠点病院は県民や医療関係者を対象とした講演会等を開催し，がんのリハビリテーショ
ンについての普及啓発に努める。

継続

拡充

継続

◎

◎

◎

　

◎
・拠点病院のがん患者リハビリテーション
実施件数

・※調査中 ・現状より高める

臨床試験の推進

・拠点病院はがん患者に対し，臨床試験（治験）への症例数の確保のための情報提供を
行う。
・県は治験ネットワーク（治験活性化事業）を活用した治験実施の活性化を図る。
・県は臨床研究及び治験の推進に寄与できる人材の育成のための研修会を開催する。

継続

新規
新規

〇

◎
◎

◎

◎ ◎
〇

・臨床試験に関する実施体制の充実
・症例数の確保
が困難

・実施体制の充実

が
ん
と
の
共
生

医療連携体制の充
実

・拠点病院は地域連携パスの普及を推進する。
・県は地域連携パスの運用状況を把握し，必要に応じてあり方の見直しを検討する。
・圏域地対協（地区医師会，保健所及び市町等）において，がん患者を含めた地域の在
宅医療の提供体制を構築する。
・県は「がん診療連携協議会」と連携して医療連携と機能分担の実態を把握の上，「がん
医療ネットワーク」を見直し，充実強化に取り組む。
・広島県医師会はがんよろず相談医の育成により，円滑に県民を「がん医療ネットワー
ク」につなげる。

継続
拡充
新規

拡充

継続

◎
〇

◎

〇

◎

◎
〇
〇

〇

○

◎

◎

◎

〇

〇

◎

・拠点病院の地域連携パス適応患者延数 ・230件（H27） ・患者数の増加

が
ん
医
療

医
療
内
容
等
の
充
実
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第３次広島県がん対策推進計画における分野別対策（案）　【緩和ケア分野】

県 市
町

拠
点
病
院

一
般
病
院

診
療
所

介
護
保
険
施
設

職
能
団
体
等

患
者
・
家
族

県
民

項目 現状
達成すべき
目標

がん
との
共生

（１）　がん
と診断され
た時からの
緩和ケア

１　施設緩和
ケアの充実

・拠点病院を中心としたがん診療に携わる医療機関は，患者等とのコミュニケーションの
充実等，患者とその家族が痛みやつらさを訴えやすくするための環境を整備する。

継続 ◎ ○

・拠点病院を中心とした緩和ケアチームを有する医療機関は，患者とその家族に適切な
専門的緩和ケアを提供するために主治医や緩和ケアチームスタッフの連携体制を診断時
から確保する。

継続 ◎ ○

・拠点病院は，全てのがん患者に対し必要な時に，苦痛のスクリーニングを実施する。 継続 ◎
・拠点病院における苦痛のスク
リーニング総実施件数

要調査
全ての拠点病院においてスクリー
ニング実施件数増

・がん患者を看取る医療機関は，その遺族に対してグリーフケアの提供に努める。
新規 ◎ ○ ○ ― ― ―

・拠点病院及び緩和ケア病棟又は緩和ケアチームを有する医療機関は，緩和ケア病棟，
緩和ケアチーム及び緩和ケア外来について，国が作成する評価指標を活用することで，
質の向上につなげる。
・県は評価指標の導入を推進する。

新規 ◎ ◎ ○ ○

拠点病院及び緩和ケア病棟又
は緩和ケアチームを有する医
療機関における評価指標の活
用

0施設
全ての拠点病院及び緩和ケア病
棟又は緩和ケアチームを有する医
療機関

・拠点病院を中心としたがん診療に携わる医療機関は，がん患者の日常生活に重大な支
障をきたさないよう疼痛ケアを行う。
・拠点病院は，緩和ケアの機能を十分発揮できるように，緩和ケアセンターが担っている
質の評価，改善する機能を一層強化する。また，緩和ケアセンターのない拠点病院も院
内体制を整備し，緩和ケアの質の評価・改善に努める。

拡充 ◎ ○ ○
・院内評価を行う体制を整備し
ている拠点病院数

1/16施設
（H28.9）

全拠点病院

・県は県医師会の協力を得て，県内の拠点病院以外の病院における緩和ケアの実態を
把握し，国が作成する緩和ケアに係る評価指標による評価結果に基づき，拠点病院以外
の病院の緩和ケアの質の向上につなげる。
・県は評価指標の導入を推進する。

新規 ◎ ○ ○
拠点病院以外の病院における
緩和ケアの質の向上

― ―

２　人材育成
の充実

基本的緩和ケ
ア（※１）に携
わる人材の育
成・確保

・拠点病院は，院内のがん診療に携わる全ての医師に対し，緩和ケア研修会を受講させ
る。

継続 ◎
・がん診療に携わる医師の緩
和ケア研修会受講率90%以上
の拠点病院数

8/11施設
（H29.6）

全拠点病院

・拠点病院は，地域における自院以外の医療機関の医師の緩和ケア研修の受講状況を
把握するとともに，積極的に受講勧奨を行うことにより，基本的な緩和ケアを実践できる
人材の育成に取り組む。
・がん診療に携わる一般病院及び診療所の医師は，緩和ケア研修会を積極的に受講す
る。
・都道府県拠点病院である広島大学病院は，緩和ケア研修会を修了した医師に対して
フォローアップ研修を実施する。

拡充 ◎ ◎ ◎
・がん診療に携わる一般病院
及び診療所医師の緩和ケア研
修会修了者数

一般病院360人
診療所350人
（Ｈ29.3）

研修修了者の増

・拠点病院は，自院の看護師，薬剤師等のがん医療従事者に対する緩和ケア研修を実
施する。
・県看護協会及び県薬剤師会は，がん診療に携わる看護師，薬剤師に対する緩和ケア
研修を実施する。
・県看護協会は，ELNEC-Jを実施する。

拡充 ◎ ◎

①がん診療に携わる看護師，
薬剤師研修修了者数

②ELNEC-J受講者数

①看護師3,034
人薬剤師364人
（Ｈ29.3）

②441人（Ｈ27）

①研修修了者の増

②130人増

・市町は，拠点病院と連携して介護・福祉関係者に対するがん医療・緩和ケアに関する基
本的な研修を実施する。
・圏域地対協は，市町の実施する介護・福祉関係者に対する研修の実施について支援す
る。

拡充 ◎ ◎ ◎ ○ ◎
・介護保険施設におけるがん
患者の死亡率

介護老人保健
施設及び老人
ホームにおける
がん患者の死
亡割合　2.9％
（H27)

介護老人保健施設及び老人ホー
ムにおけるがん患者の死亡割合
の増

・市町は，拠点病院と連携して地域包括支援センターの従事者及び介護支援専門員に対
するがん医療・緩和ケアに関する基本的な研修を実施する。
・圏域地対協は，市町の実施する地域包括支援センターの従事者及び介護支援専門員
に対する研修の実施について支援する。

新規 ◎ ◎ ◎ ○ ◎

・がん医療・緩和ケアに関する
基本的な研修を受講した従事
者のいる地域包括支援セン
ターの数

0施設 全ての地域包括支援センター

施設緩和ケア
の質の向上

取組の主体 参考指標等

患者・家族の
意向に即した
緩和ケアの提
供

・拠点病院における緩和ケア
チームへの総依頼件数

2,368件
（H28）

全ての拠点病院において依頼件数
増

取り組むべき対策（案）分野 項目 方向性

新規/
継続/
拡充
など

取組の主体 ◎：推進主体 ○：支援・協力 
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第３次広島県がん対策推進計画における分野別対策（案）　【緩和ケア分野】

県 市
町

拠
点
病
院

一
般
病
院

診
療
所

介
護
保
険
施
設

職
能
団
体
等

患
者
・
家
族

県
民

項目 現状
達成すべき
目標

取組の主体 参考指標等

取り組むべき対策（案）分野 項目 方向性

新規/
継続/
拡充
など

取組の主体 ◎：推進主体 ○：支援・協力 

専門的緩和ケ
ア（※２）に携
わる人材の育
成・確保

・県は，専門的緩和ケアに携わる医師に対し，医師研修（派遣コース）を実施する。
・県は，緩和ケアに関する認定看護師の養成への支援を行う。
・拠点病院及び緩和ケア病棟を有する病院は医師の疼痛緩和の知識・技術を向上するた
めの実習の受け入れを行う。
・がん診療に携わる医療機関は，院内研修を定期的に実施し医療用麻薬等の適正使用
を推進する。

継続 ◎ ◎ ◎ ○
県内の認定看護師数
（緩和ケア認定看護師及びが
ん性疼痛看護認定看護師）

81人（H29.7　緩
和ケア認定看護
師67人，がん性
疼痛看護認定
看護師14人）

10人増

３　緩和ケア
に対する正し
い理解の促
進

県民や医療従
事者の理解を
深める取組の
強化

・県及び拠点病院は，県民や医療従事者に向けた講演会を引き続き実施する。
・県は「広島がんネット」等を活用し，緩和ケアに関する情報を分かりやすく発信する。

継続 ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

①講演会への参加者数

②緩和ケアに対する正しい理
解度

①6,043人（Ｈ
29.4）

②要調査

①3,600人増

②正しい理解を持った県民の増

（３）　社会
全体で取り
組むがん対
策・がん患
者支援

２　在宅緩和
ケアの充実

地域における
在宅緩和ケア
提供体制の構
築

・県が中心となって，在宅緩和ケアを実践する医療機関による拠点づくりを推進する。

・県，市町，地区医師会及び拠点病院は，在宅医等の医療資源が乏しい地域において在
宅緩和ケアが提供できる仕組みについて検討する。

新規 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎
在宅緩和ケアネットワークの構
築

― ―

在宅緩和ケア
の提供に係る
連携の推進及
び質の向上

・県は，各地域において在宅緩和ケアを円滑に提供できる連携体制の整備を進めるため
に，拠点病院等治療病院と在宅医療・介護に携わる施設をつないでいくために必要な役
割を備えた人材（モデル事業における在宅緩和ケアコーディネーター）を，各地域の実情
を踏まえながら配置するための取組を支援する。
・拠点病院は，地域緩和ケア連携調整員を配置し，地域の在宅緩和ケアの提供体制を構
築する。
・市町は，在宅医療・介護連携支援センターにおいて，地域の医療・介護関係者や地域包
括支援センター等からの在宅緩和ケアに係る相談を受けられる体制を整備する。
・市町は，地域包括支援センターに，がん医療や緩和ケアの知識を有する人材を配置す
るなど，がん患者に対応できる体制を整備する。

新規 ◎ ◎ ◎

・拠点病院における地域緩和
ケア連携調整員の配置数

・がん患者に対応できる地域
包括支援センターの数

0人

0施設

全拠点病院

全地域包括支援センター

・拠点病院は，圏域地対協を活用して地域における緩和ケアの状況を把握し，緩和ケア
提供体制について検討する場を設置するなど，地域の他の医療機関等との連携を図る。

新規 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○
・拠点病院における緩和ケア
提供体制について検討する場
の設置数

0施設 全拠点病院

・拠点病院は，圏域内における在宅緩和ケアに関する医療・介護等多職種を対象にした
研修会，事例検討会を開催する。

拡充 ◎ ○ ○ ○ ○
・多職種連携に関する事例検
討会等を定期的に開催してい
る拠点病院の数

要調査 全拠点病院

・県及び拠点病院は，県医師会，地区医師会と連携して在宅医と拠点病院の専門医間の
連携や在宅医への緊急時のサポート体制など，在宅医の負担を軽減し，知識・技術を補
うことができる体制の整備について検討する。

・拠点病院及び緩和ケア病棟を有する病院は，見学やカンファレンスを開催するなど在宅
医等との連携を強化し地域に開かれた体制を整備するとともに，在宅緩和ケアの地域
間，医療機関間の格差是正及び質の向上を図る。

新規 ◎ ◎ ○ ○ ○
・在宅緩和ケア充実診療所加
算届出診療所

8施設
（広島市5，福山
市3）

全ての二次保健医療圏域に1か所
以上

・県及び拠点病院は，がん患者や在宅医，地域のリハビリテーションスタッフ，介護支援
専門員に対し，緩和的リハビリテーションの必要性について普及啓発を行う。
・在宅医は，在宅におけるがん患者のＡＤＬ(日常生活動作）の低下を低減するため，緩和
的リハビリテーションの提供に努める。

新規 ◎ ◎ ◎ ― ― ―
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第３次広島県がん対策推進計画における分野別対策（案）

県 市
町

拠
点
病
院

そ
の
他
医
療
機
関

患
者
団
体
等

職
能
団
体
等

企
業

患
者
・
家
族

県
民

項目 現状 達成すべき目標

ニーズに沿ったき
め細やかな情報提
供の推進

・県は，拠点病院やがん患者団体等と連携して，まだ表出化していない，又は新たに情報
提供が必要となるニーズの洗い出しに取り組む。 継続 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

・ニーズ調査の実施 ― ・ニーズの把握ができている

・県は，正しい情報のみを提供するツールとして広島がんネットを運用し，その啓発に取り
組む。

継続 ◎ ○ ○ ○ ○
・広島がんネットのアクセス数 ・H28：88,540件 ・前年より増

・県は，拠点病院やがん患者団体等と連携して，インターネットを活用できない者に対す
る情報提供として，紙媒体での情報提供の推進に取り組む。
・正しい情報の紙媒体による情報提供においては，「地域の療養情報」等の冊子を市町
や図書館等といった県民が気軽に入手できる場所に配置することに取り組む。
・高齢者に対する情報提供手法として，介護従事者への「地域の療養情報」の提供等に
取り組む。
・「地域の療養情報」については，インターネット活用者も手に取る可能性があるため，広
島がんネットへの誘導手段も盛り込んでおく。

拡充 ◎ ○ ○

・「地域の療養情報」を配置する市町，図書
館数

・全市町 ・全ての市町，全ての公立図書館，
全ての地域包括支援センター

がん診療連携拠点
病院の情報提供機
能の強化

・拠点病院は，院内がん登録の情報等を活用し，診療機能や診療実績を含む拠点病院
の情報の広報手法等について，拠点病院連携協議会　院内がん登録部会において検討
する。
・拠点病院は，拠点病院連携協議会　院内がん登録部会において，拠点病院間での公表
項目の共通化等に取り組む。

拡充 ◎

・共通の診療実績を公表する拠点病院数 ― ・全ての拠点病院

がん患者団体等か
らの情報提供の推
進

・がん患者団体等は，その知識・経験を活かし，がん患者とその家族等の立場からの情
報提供を進めるとともに，公開講座等を実施するなど，情報提供の充実に向けた取組を
推進する。
・県は，がん患者団体等が実施する公開講座等の後援や民間企業等による支援機会の
提供に取り組む。

継続 ○ ◎ ○

・「Teamがん対策ひろしま」として登録する
民間企業等の数

・51社 ・100社

「広島がんネット」
の充実

・県は，拠点病院やがん患者団体等と連携して，「がんに罹患していない者」，「がんに罹
患したばかりの者」，「がんを治療している者」，「がんの治療を終えた者」及び「がん患者
の家族」がそれぞれ必要としている情報を整理し，広島がんネット等を活用することで，そ
れぞれが情報にたどり着きやすい情報提供体制の構築に取り組む。
・県は，広島がんネットを「拡散している様々な情報のうちで欲しい情報を入手するための
案内の場」となる運用に取り組む。
・県は，がん経験者の体験談等といった，県民に有用な情報の提供に取り組む。

拡充 ◎ ○ ○

・広島がんネットのアクセス数 ・H28：88,540件 ・前年より増

・県は，市町，拠点病院及びがん患者団体等と連携して，インターネット上における正しい
情報が入手できる「広島がんネット」の広報に取り組む。併せて，科学的根拠のない情報
の取扱についても，県民に対する周知に取り組む。

拡充 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・広島がんネットのアクセス数 H28：88,540件 ・前年より増

がんに関する普及
啓発

・県は，広島がんネット等を活用して，がんに関する正しい知識について情報発信に取り
組む。
・市町，拠点病院及びがん患者団体等は，県が行う正しい知識の普及啓発に，随時必要
な情報を提供する等により協力を行う。
・拠点病院は，市民公開講座等を通じて県民にがんに対する正しい知識の普及啓発に取
り組む。
・市町は広報紙やイベントを通じて住民に対する正しい知識の普及啓発に取り組む。
・県は，医師会や薬剤師会と連携して身近なかかりつけ医や調剤薬局の薬剤師を通じて
県民に対して正しい知識の普及に取り組む。
・がん患者団体等は，住民に対する正しい知識の普及啓発に取り組む。
・県民はがんに関する正しい知識の習得に努める。

継続 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○

・広報紙による普及啓発の実施市町数
・市町のがんに関するイベント開催数

・15市町
・121回
（ともにH28実
績）

・全ての市町
・前年より増

学校教育における
がん教育の実践

（計画的かつ継続的に取り組む態勢の構築）
・教育委員会は，授業を担当する教員への研修に取り組む。
・教育委員会は，医師会及び拠点病院と連携して，医療等関係者が教育活動を支援する
仕組み・体制の整備に取り組む。（協力体制の構築）
・医師会，拠点病院及びがん患者団体等は，学校におけるがん教育の実践や担当教員
への指導に協力する。
・小学校，中学校及び高等学校は，学校保健計画に「がん教育」を位置付け，学校におけ
るがん教育を実践する。

拡充
◎
教
委

◎
学
校

◎ ○ ○ ○

・学校保健計画に「がん教育」を位置付け
ている公立学校の割合

― ・100%

（２）相談支援・
情報提供
１　がんに関す
る情報提供・
普及啓発

参考指標等

項　目 方向性 取り組むべき対策（案）

新規
/継続
/拡充
など

取組の主体

取組の主体 ◎：推進主体 ○：支援・協力 
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県 市
町

拠
点
病
院

そ
の
他
医
療
機
関

患
者
団
体
等

職
能
団
体
等

企
業

患
者
・
家
族

県
民

項目 現状 達成すべき目標

参考指標等

項　目 方向性 取り組むべき対策（案）

新規
/継続
/拡充
など

取組の主体

（２）相談支援・
情報提供
２　がん患者・
家族等への相
談対応

相談支援体制の充
実

・拠点病院は，がん告知を行った患者が必ずがん相談支援センターを経由する体制を構
築する。
・拠点病院は，がん相談支援センターの機能に関する情報を院内・院外へ広報することに
取り組む。特に，一定程度の相談件数が存在する部門に対しては，重点的に取組を行
う。
・県は，ホームページ等を活用して，がん相談支援センターの機能に関する情報の広報
に協力する。
・市町は，ホームページ等を活用したり，健康づくり関連事業等で協働する団体やボラン
ティア等を活用することにより，がん相談支援センターの機能に関する情報の広報に協力
する。
・拠点病院は，がん相談支援センターの機能について，主治医や看護師等から患者等に
対して案内できる体制の構築に取り組む。
・がん患者団体等は，自身が開催する啓発イベントや啓発冊子を活用して，がん相談支
援センターの機能に関する情報の広報に協力する。

継続 ○ ○ ◎ ○ ○ ○

・告知に併せて，患者ががん相談支援セン
ターに経由する体制を構築している拠点病
院の数
・がん相談支援センターの院外相談件数
・告知を受けた患者のうち，センターを利用
している患者の割合

・●●施設

・●●件
・●●％

・全ての拠点病院

・●●件
・●●％

・拠点病院は，ＰＤＣＡサイクルによる組織的な改善策を講じ，都道府県拠点病院が中心
となって拠点病院群内で情報共有と相互評価を行うことで，質の均てん化に取り組む。 継続 ◎

・がん診療連携協議会でのＰＤＣＡサイク
ルの実施

― ・拠点病院においてＰＤＣＡサイク
ルが実施されている

ピアサポートの充
実

・県は，必要に応じて養成研修，フォローアップ研修の実施により，技術の向上に取り組
む。
・拠点病院は，がん相談支援センターにおいてピアサポーターを活用した相談を実施す
る。
・拠点病院は，マスコミを活用した広報実施等により，がん患者サロンの充実等を図るこ
とで，患者等が参加しやすい環境整備に取り組む。
・県は，拠点病院以外の病院における，ピアサポーターの相談ニーズに対応するための
体制について検討する。

拡充 ◎ ◎ ○ ◎ ○

・がん相談支援センターにおけるピアサ
ポーターによる相談の実施
・がん相談支援センターの患者サロン参加
者数

・0施設

・●●人

・全ての拠点病院
・前年より増

がん患者団体等の
活動充実・強化

・がん患者団体等は，活動意義や活動内容について，広く民間企業等に対して情報発信
を強化する。
・がん患者団体等は，がん患者への相談対応やサロンの開催などがん患者支援に取り
組む。
・県は，民間企業等によるがん患者団体等への支援により，がん患者団体等に対する協
力を行う。

継続 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 〇

・「Teamがん対策ひろしま」として登録する
民間企業等が実施する支援の回数
・がん患者サロンを開催しているがん患者
団体等の数（※がん患者団体は広島がん
ネットの掲載団体のみ）

・166回

・10団体

・前年より増

・全てのがん患者団体等

（４）がん患者
等の就労を含
めた社会的な
問題
１　就労支援

就労支援 ・県は，広島がんネットに「がんと診断されても，すぐに仕事を辞める時代ではなくなってき
ている」という正しい知識について情報を充実させ，県民に対する啓発に取り組む。
・拠点病院は，がん相談支援センターが担う役割やハローワークとの協働事業等といった
就労支援に関する情報の院内・院外に向けた広報に取り組む。
・拠点病院は，社会保険労務士等の専門職との連携など就労に関する相談に対応できる
体制づくりに取り組む。
・がん患者団体等は，啓発イベントの実施や相談事業等を通じて，患者に対して正しい知
識の普及に取り組む。
・患者等は，治療と職業生活の両立に関する正しい知識の習得に努める。

継続 ◎ ◎ ◎ ◎

・広島がんネットのアクセス数
・ハローワークや社会保険労務士等との連
携体制づくりを行っている相談支援セン
ター数

・H28：88,540件
・1センター

・前年より増
・全ての相談支援センター

・県は，「Teamがん対策ひろしま」の取組を推進することで，治療と職業生活の両立に関
する正しい知識等を有する民間企業等の増加を促進していく。
・「Teamがん対策ひろしま」登録企業は，業務上関連のある未登録の民間企業等に対し
て取組内容を啓発することで，”民間企業等におけるがん対策の重要性”を伝播させ，県
と協働しながら「Teamがん対策ひろしま」登録企業の増加に取り組む。
・県は就労支援セミナーを開催し，治療と職業生活の両立に関する正しい知識等を有す
る民間企業等の増加を図る。

継続 ◎ ◎

・「Teamがん対策ひろしま」として登録する
民間企業等の数

・51社 ・100社

・県は，民間企業等における就労支援体制を客観評価するための診断指標の普及に努
め，民間企業等における就労支援の推進を図る。
・拠点病院，がん患者団体等，職能団体等は，診断指標の改善にかかる協議において，
診断指標が実効性の高いものになるよう，積極的に知識や意見の提示を行う。

新規 ◎ ○ ○ ○ ○

・就労支援体制を客観評価するための診
断指標を活用する民間企業等の数

・30社 ・前年より増

・県は，実効的な治療と仕事の両立支援を実現するために民間企業等が必要と感じてい
る「患者の労働能力を客観評価できる指標」を作成し，患者・民間企業等・医療機関が有
する情報を共有できる仕組みづくりに取り組む。
・拠点病院等は，医師等の就労支援に関する意識を高めるため，意見書の記載方法の
研修等に積極的な協力を行い，円滑に実施するための人員配置に取り組む。
・民間企業等は，医師等の意見を踏まえた上で，従業員の状態に応じた就労支援に取り
組む。
・患者は，自身の病状，治療内容及び治療により生じる影響等を正しく理解するよう努め
る。

新規 ◎ ◎ ○ ◎

・労働能力を客観評価できる指標の作成 ― ・患者の労働能力が客観評価可能
な指標が創設されている
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項目 現状 達成すべき目標

参考指標等

項　目 方向性 取り組むべき対策（案）

新規
/継続
/拡充
など

取組の主体

・県は，主に就労継続の推進を図るため，就労支援コーディネーターの養成に関する支
援を行う。
・県は，就労支援の調整役（「就労支援コーディネーター（仮称）」という）を，患者サイド，
企業サイド及び医療機関サイドに配置（既存の人員で対応することを想定）する仕組みづ
くりに着手し，３者の連携を円滑に進める体制を構築する。
・拠点病院は，就労支援の必要性を正しく理解するとともに院内における適切な役割分担
等の体制整備を行うため，就労支援コーディネーター養成研修を受講すること等により，
がん相談支援センターの機能強化に取り組む。
　医療機関サイドの就労支援コーディネーターは，企業サイドが欲している情報を的確に
主治医に伝え，主治医が患者の労働能力を評価することを支援し，評価した情報を企業
サイド及び患者サイドに提供するなど医療機関内の調整を行う。
・民間企業等は，就労支援の必要性を正しく理解し就労支援体制の構築を図るため，労
務管理部門又は産業保健師等の就労支援コーディネーター養成研修の受講等に取り組
む。
　企業サイドの就労支援コーディネーターは，企業の診断指標による客観的評価を参考
にしながら企業内の就労支援体制（柔軟な勤務制度等）の整備に努めるとともに，医療機
関サイド及び患者サイドへ必要となる情報項目を的確に伝えるなど企業内の調整を行う。
・患者等は，就労支援コーディネーターと連携を図りながら，民間企業等及び医療機関が
必要な情報を，漏れなく正しく伝えるよう努める。
　患者サイドの就労支援コーディネーターは，がん患者団体等や労組組合等といった患
者側に立つ機関での養成を想定しており，企業サイドに就労支援コーディネーターがいな
い場合等にはその役割も担いつつ，医療機関サイド及び企業サイドとの調整を行う。

新規 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎

・就労支援コーディネーター養成研修の受
講済み人数

・2人 ・32人以上
(当面，拠点病院に2人以上)

（４）がん患者
等の就労を含
めた社会的な
問題
２　就労以外
の社会的問題

就労以外の社会的
問題

・拠点病院は，交通弱者，外見の変化，生殖機能の温存等についての相談に対応すると
ともに，心理的な問題に対するカウンセリングを実施する。
・県は，がん患者等の経済的な課題に対して，利用可能な社会保障制度の周知への支
援を行う。
・県は，がん患者及び経験者のＱＯＬを向上させるため，アピアランス，生殖機能の温存
等への相談支援・情報提供に対する支援について検討する。
・拠点病院は，診断からの緩和ケアを行うためのスクリーニングを徹底し，必要な際には
緩和ケアチームが介入する仕組みを構築する。
・関係機関等は，国によるがん患者の自殺に関する実態調査によって明らかになった課
題に対応する。
・県は，拠点病院や障害者支援機関等と連携して，まだ表出化していない，又は新たに情
報提供が必要となるニーズの洗い出しに取り組む。

拡充 ◎ ◎

・がん告知後には必ずがん相談支援セン
ターを紹介する体制を整備している拠点病
院の数

・●●施設 ・全ての拠点病院

（５）ライフス
テージに応じ
たがん対策
１　小児・ＡＹＡ
世代への支援

小児・ＡＹＡ世代へ
の支援

・広島大学病院は，小児がん患者及び家族のニーズを把握し，長期フォローアップが必
要ながん患者に関わる者（医療関係者，教育関係者，民間企業等及びがん患者団体等）
の理解促進及び切れ目のない支援体制の構築に向け取り組む。
・拠点病院は，必要ながん患者に対して妊孕性の温存に関する治療の影響について，十
分に情報提供を行う。
・拠点病院は，必要ながん患者が妊孕性の温存が可能となるよう，広島がん・生殖医療
ネットワークとの連携を図る。
・県は，広島・がん生殖医療ネットワークと連携して，妊孕性の温存に関する普及啓発を
図る。また，患者への支援策について検討を行う。

拡充 ◎

・ニーズ調査の実施 ― ・ニーズの把握ができている

学業と治療の両立
支援

・拠点病院及び教育委員会は，特別支援学校等と連携を図り，患者の希望に添える教育
環境の整備に取り組む。 新規

◎
教
委

◎
学
校

◎
・拠点病院における高等学校教育の導入 ― ・全ての拠点病院

（５）ライフス
テージに応じ
たがん対策
２　高齢者世
代への支援

高齢者世代への支
援

・県，市町及び県医師会は，相互に連携して，ACP（※アドバンス・ケア・プランニング）の
普及啓発に取り組む。

※ACP；将来の意思決定能力低下に備えて，治療方針・療養についての気がかりや，自分が大切
にしてきた価値観を，患者・家族と医師が共有し，ケアを計画する包括的なプロセスのこと

継続 ◎ ◎ ○ ○

・市町は，拠点病院と連携して，地域包括支援センターの従事者に対するがん医療・緩和
ケアに関する基本的な研修を実施する。
・圏域地対協は，市町の実施する地域包括支援センター従事者への研修実施について，
支援を行う。

・市町は，拠点病院と連携して，介護・福祉関係者に対するがん医療・緩和ケアに関する
基本的な研修を実施する。
・圏域地対協は，市町の実施する介護・福祉関係者への研修実施について，支援を行
う。

新規 ◎ ◎ ◎ ◎

・がん医療・緩和ケアに関する基本的な研
修を修了した従事者のいる地域包括支援
センターの数

― ・全ての地域包括支援センター
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